
蔵王町保育所保育料について 

 

保育料は、入所児童の父母（ひとり親の場合は父または母）の市町村民税額の合計額を

もとに、以下の「利用者負担額徴収基準額表」の階層区分に応じて保育料を決定します。 

〘注〙ただし、両親ともに（ひとり親の場合は父または母の）年収が１０３万円未満の場合で、同居し

ている祖父母がいるときは、所得の高い方の市町村民税額を合算することになります。 

※ ４月から８月分までは前年度の課税額、９月から３月分までは当年度の課税額にて算定します。 

※ 入所児に兄姉がいる場合は、階層区分に応じて保育料が減免になります。 

※ ひとり親世帯の方や障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方、特別児童

扶養手当対象児がいる世帯の場合で、住民税の所得割額が７７，１０１円未満のときは、裏面の徴収

基準額表（ひとり親・障害者世帯）に定める保育料となります。 

※ 住宅借入金特別控除等の税額控除は、保育料算定には反映されない取扱いとなります。 

※ 未申告の場合（前年の収入について、申告手続きしておらず、こちらで収入等が確認できない場合）

は最高額の保育料となります。 

 

利用者負担額徴収基準額表 

【一般世帯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ひとり親世帯・障害者世帯】 

 
 

※ 市町村民税所得割が７７，１０１円以上のときは、一般世帯と同じ保育料体系となります。 


